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【手続補正書】
【提出日】平成19年10月22日(2007.10.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非特異的免疫応答誘発のための免疫刺激性組成物の調製における、プロテオソームおよ
びリポサッカリドの使用。
【請求項２】
　微生物感染を処置または予防するための混合された調製物の調製のための、
　（ａ）生得的免疫応答を誘発することができる、プロテオソームおよびリポサッカリド
を含む免疫刺激性組成物、ならびに
　（ｂ）適応的免疫応答を誘発することができる、プロテオソーム、リポサッカリドおよ
び微生物抗原を含む免疫原性組成物
の使用。
【請求項３】
　炎症性免疫応答を変化させるための免疫調節性組成物の調製における、プロテオソーム
およびリポサッカリドの使用。
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【請求項４】
　アレルギー反応を処置または予防するための混合された調製物の調製のための、
　（ａ）炎症性免疫応答を変化させることができる、プロテオソームおよびリポサッカリ
ドを含む免疫調節性組成物、ならびに
　（ｂ）アレルゲンに対する寛容を誘発することができる、プロテオソーム、リポサッカ
リドおよび抗原を含む免疫原性組成物
の使用。
【請求項５】
　微生物感染を処置または予防するための免疫刺激性組成物の調製における、プロテオソ
ームおよびリポサッカリドの使用。
【請求項６】
　インフルエンザウイルス感染を処置または予防するための免疫刺激性組成物の調製にお
ける、プロテオソームおよびリポサッカリドの使用。
【請求項７】
　前記組成物の各々が粘膜、経腸、非経口、舌下、経皮、経粘膜、経鼻および吸入のうち
の少なくとも１つから選択される経路によって投与される、請求項１～６のいずれか一項
に記載の使用。
【請求項８】
　前記組成物の各々が経鼻的に投与される、請求項７に記載の使用。
【請求項９】
　前記リポサッカリドの最終含有重量が、組成物の各々においてプロテオソームタンパク
質のパーセンテージとして、約１％～５００％の範囲におよぶ、請求項１～６のいずれか
一項に記載の使用。
【請求項１０】
　前記免疫刺激性組成物、免疫原性組成物、または免疫調節性組成物各々のプロテオソー
ムおよびリポサッカリドが、同じグラム陰性細菌種から得られる、請求項１～６のいずれ
か一項に記載の使用。
【請求項１１】
　前記プロテオソームが第一のグラム陰性細菌種から得られ、かつ前記リポサッカリドが
、第二のグラム陰性細菌種から得られる、請求項１、３、５、または６のいずれか一項に
記載の使用。
【請求項１２】
　前記免疫刺激性組成物、免疫原性組成物、または免疫調節性組成物各々のプロテオソー
ムおよびリポサッカリドが、異なるグラム陰性細菌種から得られる、請求項２または４の
いずれか一項に記載の使用。
【請求項１３】
　前記組成物のリポサッカリドの少なくとも一つがＳｈｉｇｅｌｌａ種、Ｃｈｌａｍｙｄ
ｉａ種、Ｙｅｒｓｉｎｉａ種、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ種、Ｐｌｅｓｉｏｍｏｎａｓ種、
Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ種、Ｐｏｒｐｈｙｒｏｍｏｎａｓ種およびＳａｌｍｏｎｅｌｌａ
種のうちの少なくとも１つから選択されるグラム陰性細菌から得られる、請求項１～６の
いずれか一項に記載の使用。
【請求項１４】
　前記組成物の各々のプロテオソームがＮｅｉｓｓｅｒｉａ種から得られる、請求項１～
６のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１５】
　前記組成物のプロテオソームがＮｅｉｓｓｅｒｉａ　ｍｅｎｉｎｇｉｔｉｄｉｓから得
られ、そして前記リポサッカリドがＳｈｉｇｅｌｌａ　ｆｌｅｘｎｅｒｉから得られる、
請求項１～６のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１６】
　前記免疫刺激性組成物または免疫調節性組成物の投与後に免疫原性組成物を前記被験体
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に投与する工程をさらに包含し、該免疫原性組成物は、プロテオソーム、リポサッカリド
および抗原を含む、請求項１または３のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１７】
　前記免疫原性組成物が少なくとも２つの微生物抗原を含む、請求項２または１６のいず
れか一項に記載の使用。
【請求項１８】
　前記抗原がウイルス抗原、ウイルススプリット抗原、細菌抗原、真菌抗原または寄生生
物抗原である、請求項２または１６のいずれか一項に記載の使用。
【請求項１９】
　前記少なくとも２つの微生物抗原が同じ微生物から得られ、該微生物が、細菌、ウイル
ス、真菌または寄生生物である、請求項１７に記載の使用。
【請求項２０】
　前記少なくとも２つの微生物抗原が、異なる微生物から得られる、請求項１７に記載の
使用。
【請求項２１】
　前記免疫原性組成物が少なくとも１つの微生物抗原を含む、請求項２または１６に記載
の使用。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの微生物抗原が、ウイルス、細菌、真菌または寄生生物である、請
求項２１に記載の使用。
【請求項２３】
　前記免疫原性組成物のうちのプロテオソームおよびリポサッカリドの重量と該免疫原性
組成物のうちの微生物抗原、抗原、またはアレルゲン各々の重量との比が、４：１～１：
４、１：１～１：５００、または１：１～１：２００の範囲内である、請求項２、４、お
よび１６のいずれか一項に記載の使用。
【請求項２４】
　前記免疫原性組成物の微生物抗原、抗原、またはアレルゲンの各々が組み換え体である
、請求項２、４、または１６のいずれか一項に記載の使用。
【請求項２５】
　前記細菌抗原が、Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ、Ｃｈｌａｍｙｄｉａ　ｔｒ
ａｃｈｏｍａｔｉｓ、Ｙｅｒｓｉｎｉａ　ｐｅｓｔｉｓ、または腸病原性Ｅｓｃｈｅｒｉ
ｃｈｉａ　ｃｏｌｉから得られる、請求項１８または２２に記載の使用。
【請求項２６】
　前記細菌抗原がＢａｃｉｌｌｕｓ　ａｎｔｈｒａｃｉｓ由来の防御抗原である、請求項
２５に記載の使用。
【請求項２７】
　前記ウイルススプリット抗原がインフルエンザスプリット抗原である、請求項１８に記
載の使用。
【請求項２８】
　前記免疫原性組成物が、前記免疫刺激性組成物または免疫調節性組成物各々の投与後約
１日～約７日または１０日後に投与される、請求項２、４、または１６のいずれか一項に
記載の使用。
【請求項２９】
　前記免疫原性組成物が適応的免疫応答を誘発する、請求項１６に記載の使用。
【請求項３０】
　前記非特異的免疫応答が微生物感染を予防または処置する生得的免疫応答である、請求
項１に記載の使用。
【請求項３１】
　前記微生物感染がウイルス感染、寄生生物感染、真菌感染または細菌感染である、請求
項２、５、または３０のいずれか一項に記載の使用。
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【請求項３２】
　前記細菌感染がＣｈｌａｍｙｄｉａ　ｔｒａｃｈｏｍａｔｉｓ感染である、請求項３１
に記載の使用。
【請求項３３】
　前記組成物の少なくとも１つが、薬学的に受容可能なキャリアをさらに含む、請求項１
～６または１６のいずれかに記載の使用。
【請求項３４】
　前記炎症性免疫応答が喘息またはアレルギー反応である、請求項３に記載の使用。
【請求項３５】
　前記免疫原性組成物が少なくとも２つのアレルゲンをさらに含む、請求項４に記載の使
用。
【請求項３６】
　前記アレルゲンが微生物抗原である、請求項４に記載の使用。
【請求項３７】
　前記免疫原性組成物のアレルゲンが細菌抗原である、請求項４に記載の使用。
【請求項３８】
　前記免疫原性組成物のアレルゲンが、吸入された粒子、花粉、蒸気、ガス、食物、飲料
、薬物、毒素、微生物抗原、鱗屑、動物由来の化合物、チリダニ糞便、ポリペプチド、炭
水化物および核酸のうち少なくとも１つから選択される、請求項４に記載の使用。
【請求項３９】
　前記花粉がカバノキ花粉である、請求項３８に記載の使用。
【請求項４０】
　前記アレルギー反応が、喘息、アレルギー性肺胞炎、アレルギー性気管支肺アスペルギ
ルス症、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻感冒、アレルギー性皮膚炎、アレルギー性
脈管炎およびアレルギー性鼻炎のうち少なくとも１つである、請求項４に記載の使用。
【請求項４１】
　前記微生物感染がウイルス感染である、請求項２、５、または３０に記載の使用。
【請求項４２】
　前記ウイルス感染がインフルエンザウイルス感染である、請求項４１に記載の使用。
【請求項４３】
　プロテオソームおよびリポサッカリドを含む組成物（ａ）ならびにプロテオソーム、リ
ポサッカリド、および微生物抗原を含む組成物（ｂ）を含む、微生物感染を治療または予
防するためのキット。
【請求項４４】
　組成物（ａ）および組成物（ｂ）の各々が投与に適しており、組成物（ａ）が生得的免
疫応答を誘発し、組成物（ｂ）が適応的免疫応答を誘発し、かつ組成物（ａ）が組成物（
ｂ）の前の投与に適している、請求項４３に記載のキット。
【請求項４５】
　プロテオソームおよびリポサッカリドを含む組成物（ａ）ならびにプロテオソーム、リ
ポサッカリド、および抗原を含む組成物（ｂ）を含む、アレルギー反応を治療または予防
するためのキット。
【請求項４６】
　組成物（ａ）および組成物（ｂ）の各々が投与に適しており、組成物（ａ）が炎症性免
疫応答を誘発し、組成物（ｂ）がアレルゲンに対する寛容を誘発し、かつ組成物（ａ）が
組成物（ｂ）の前の投与に適している、請求項４５に記載のキット。
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